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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次 　
第13期

第１四半期連結累計(会計)期間
第12期

会計期間 　
自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

自　平成20年１月１日

至　平成20年12月31日

売上高 （百万円） 　 66,364　 249,883　

経常利益 （百万円） 　 9,120　 44,531　

四半期純利益又は当期純損失（△） （百万円） 　 25,218　 △54,977　

純資産額 （百万円） 　 191,268　 158,727　

総資産額 （百万円） 　 1,762,811　 1,086,937　

１株当たり純資産額 （円） 　 13,227.95　 11,439.86　

１株当たり四半期純利益又は当期
純損失（△）

（円） 　 1,927.03　 △4,203.55　

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） 　 1,920.48　 －　

自己資本比率 （％） 　 9.8　 13.8　

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 　 2,917 △13,466　

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 　 114,965　 △40,976　

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 　 △78,842　 62,397　

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

（百万円） 　 155,348　 81,283　

従業員数 （名） 　 5,162　 4,874　

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　期中の平均株式数については日割りにより算出しております。

３　第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載

しておりません。

４　従業員数には、使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトは含んでおりません。

５　第13期第１四半期連結累計（会計）期間の純資産額及び総資産額が著しく増加しておりますが、主に当第１四

半期連結会計期間よりイーバンク銀行(株)を連結子会社化したためであります。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容の

重要な変更は以下のとおりです。

　

(1)事業内容の重要な変更（事業区分の変更）

当社は、当第１四半期連結会計期間よりイーバンク銀行(株)を連結子会社化したことから、「銀行事業」を事業区

分に新設いたしました。それに伴い、前連結会計年度まで「クレジット・ペイメント事業」に含めておりました楽天

クレジット(株)及び楽天フィナンシャルソリューション(株)については、事業の内容を勘案し、当第１四半期連結会

計期間より「銀行事業」として区分することに変更いたしました。また、「クレジット・ペイメント事業」について

は、区分変更後の事業内容を明確にするために「クレジットカード事業」として区分することといたしました。

　

(2)主要な関係会社の異動

「３　関係会社の状況」に記載のとおりであります。
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［事業系統図］

以上に述べた内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

　

(1) 新規

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な

事業の内容

議決権の所有

又は被所有割合

(％)

関係内容 摘要

（連結子会社） 　 　 　 　 　 　

イーバンク銀行(株) 東京都千代田区 54,997銀行事業 58.8　役員の兼任あり
(注)３

４

イーバンクシステム(株) 東京都千代田区 400銀行事業
58.3　

（58.3）
　 　

イートラスト信託(株) 東京都千代田区 900銀行事業
50.0　

（50.0）
　 　

eBANK Capital Management 

(Cayman) Ltd.

英領

ケイマン諸島
50銀行事業

100.0　

（100.0）
　 　

（持分法適用関連会社） 　 　 　 　 　 　

栄光債権回収(株)
神奈川県横浜市

西区
1,000銀行事業

33.5　

（33.5）
　 　

(注)１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　議決権の所有又は被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

３　特定子会社であります。

４　有価証券報告書提出会社であります。

　

(2) 異動

当第１四半期連結会計期間において、株式の取得により当社の出資比率が増加した(株)ショウタイムを、持分法適用関

連会社から連結子会社に変更いたしました。

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な

事業の内容

議決権の所有

又は被所有割合

(％)

関係内容 摘要

（連結子会社） 　 　 　 　 　 　

(株)ショウタイム 東京都港区 480
ポータル・

メディア事業
100.0　役員の兼任あり

　

(注)　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

(3) 合併

楽天ビジネスサービス(株)は、平成21年１月１日に楽天ソシオビジネス(株)と合併しております。

　

(4) 除外

① 楽天アセットマネジメント(株)（連結子会社）は、平成21年１月28日に清算結了により関係会社に該当しなくな

りました。

② 創光諮詢有限公司（連結子会社）は、休眠会社となり重要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外しておりま

す。

③ Rakuten Europe S.a.r.l.（連結子会社）は休眠会社となり重要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外して

おります。

EDINET提出書類

楽天株式会社(E05080)

四半期報告書

 5/46



４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 5,162 　

(注) 従業員数は、就業人員であり、使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを含んでおりません。

　

(2)　提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 2,168 　

(注) 従業員数は、就業人員であり、使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを含んでおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当社グループは、インターネット上での各種サービスの提供を主たる事業としており、生産に該当する事項が無い

ため、生産実績に関する記載はしておりません。

　

(2)　受注実績

当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。

　

(3)　販売実績

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの販売実績は、次のとおりであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(百万円) 　

ＥＣ事業 25,208　

クレジットカード事業 13,972　

銀行事業 6,713　

ポータル・メディア事業 3,424　

トラベル事業 4,148　

証券事業 5,288　

プロスポーツ事業 710　

通信事業 6,898　

合　計 66,364　

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２　当第１四半期連結会計期間におけるイーバンク銀行(株）の連結子会社化に伴い、銀行事業セグメントを新設

し、 従来クレジット・ペイメント事業セグメントに含まれておりました一部連結子会社を銀行事業セグメン

トに区分を変更しております。

  また、当第１四半期連結会計期間よりクレジット・ペイメント事業セグメントは、クレジットカード事業セ

グメントに名称を変更しております。

　

　

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年８月４日開催の取締役会において、イーバンク銀行(株)と資本・業務提携に関する基本合意を

行うことを決議し、これを受け同年９月29日に同行優先株式を取得しましたが、平成21年２月10日に金融庁から同

行主要株主の認可を受けたことに伴い、当該優先株式を普通株式に転換し、同行を連結子会社とすることといたし

ました。また、平成21年２月13日開催の取締役会において、同行が新たに発行する優先株式9,990百万円を引き受け

ることを決議し、同年３月19日に当該優先株式を取得、同３月27日に普通株式に転換いたしました。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

　

(1)　経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、昨年度からの世界的

な金融危機の深刻化により、企業活動・個人消費等経済全体の減速・停滞感が顕著になりました。

　そのような中、消費者の節約志向により、価格比較へのニーズは一層の高まりを見せており、併せて規格外の「訳あ

り」商品に代表される割安感のある商品・サービスの人気が強まる等、インターネット・ショッピングの利用の増

加傾向が見られました。

また、平成20年通信利用動向調査（総務省）によると、平成20年末のインターネット利用者数は9,091万人に達し、

人口普及率は75.3％となりました。携帯電話等の移動体通信（モバイル）端末からの個人利用者は219万人増加（前

年比3.0％増）し、7,506万人となったほか、ゲーム機やテレビ等の家電を通じてインターネットを利用する人口も

209万人増加（前年比58.4％増）し、567万人になる等、情報通信機器の高性能・多機能化によりインターネットの利

用が引き続き拡大、伸長していくことが予想されます。

このような環境を背景に、当社グループは、ユーザーの利便性向上に努めたほか、出店店舗・契約施設に対しコン

サルティングや商品配送代行等の支援業務の強化を行ったこと等により、ＥＣ事業及びトラベル事業において高い

成長を維持しました。一方、証券事業においてはサブプライム問題に端を発した株式市況減速の影響を引き続き受け

ています。これらの既存の事業に加えて、当第１四半期連結会計期間よりイーバンク銀行(株)の連結を開始したこと

もあり、当第１四半期連結会計期間における売上高は66,364百万円となりました。

営業利益については経営管理体制の強化施策による費用構造の見直しの効果等により9,825百万円となり、経常利

益は9,120百万円となりました。また、平成21年３月31日に(株)東京放送（現　(株)東京放送ホールディングス）株式

に関する買取請求権を行使したことにより、前連結会計年度に発生した同株式に関する投資有価証券評価損につい

て繰延税金資産を計上したこと等から、法人税等調整額22,713百万円が発生しました。これを受け、四半期純利益は

25,218百万円となりました。

　

当第１四半期連結会計期間からイーバンク銀行(株)を連結子会社化したことにより、「銀行事業」を事業区分に

新設いたしました。また、前連結会計年度まで「クレジット・ペイメント事業」に含めておりました楽天クレジット

(株)及び楽天フィナンシャルソリューション(株)については、事業の内容を勘案し、当第１四半期連結会計期間より

「銀行事業」として区分することに変更いたしました。また、「クレジット・ペイメント事業」については、区分変

更後の事業内容を明確にするために「クレジットカード事業」として区分することといたしました。これらを踏ま

えた、当第１四半期連結会計期間における事業の種類別の概況は以下のとおりです。

　

(ＥＣ事業)

当セグメントの主力である『楽天市場』では、消費者の低価格志向を反映した施策や、出店店舗への支援施策等が

奏功し、流通総額（楽天ブックス含む）は前年同期比19.4％増（閏年調整後20.7％増）と高い成長を維持しました。

これにより、ＥＣ事業の売上高は25,208百万円と順調に増加しました。営業利益については、楽天市場事業の増益効

果やその他のＥＣ事業においても収益性を向上させる施策を実施したことにより大きく増加し、7,714百万円となり

ました。

　

(クレジットカード事業)

当第１四半期連結会計期間におけるクレジットカード事業の業績は、ローン債権残高減少の影響を受けたものの

ショッピングリボ残高の順調な伸びに支えられ、売上高は安定的に推移し、13,972百万円となりました。主に『楽天

カード』会員数の順調な伸びに伴って営業費用は増加したものの営業利益は901百万円と安定的な黒字を確保して

おります。

　

（銀行事業）

当第１四半期連結会計期間の銀行事業は、楽天クレジット(株)においては経費抑制効果、イーバンク銀行(株)にお

いては運用ポートフォリオの入替えに伴う国債の売却等により、共に単体では経常黒字となりましたが、イーバンク

銀行(株)の連結に伴う取得簿価の差異等による会計上の調整差額が発生したこと等により、売上高は6,713百万円、

EDINET提出書類

楽天株式会社(E05080)

四半期報告書

 8/46



営業損失は503百万円となりました。

　

(ポータル・メディア事業)

当第１四半期連結会計期間のポータル・メディア事業の売上高は、前第３四半期連結会計期間末より連結を開始

した結婚情報サービス業を営む(株)オーネットの貢献により増加し、3,424百万円となり、営業利益は292百万円とな

りました。

　

(トラベル事業)

当第１四半期連結会計期間のトラベル事業は、『ANA楽パック』や『高速バス予約』といったサービスがレジャー

目的のユーザーに好評だったことから、予約流通総額は前年同期比9.2％増（閏年調整後10.5％増）と順調に増加い

たしました。更に、広告売上が好調に推移し、売上高は4,148百万円となりました。営業利益についても、増収効果に加

え、営業費用管理・抑制をはじめとする効率性向上施策が功を奏し、1,812百万円となりました。

　

(証券事業)

当第１四半期連結会計期間においては、昨年来の国内株式市況の低迷が続く中、営業収益は落ち込みましたが、外

国為替証拠金取引『楽天FX』が引き続き好調であることに加え、コスト構造の改善等が下支えとなり、売上高は

5,288百万円、営業利益は448百万円となりました。

　

(プロスポーツ事業)

当第１四半期連結会計期間のプロスポーツ事業の売上高は710百万円となりました。公式戦のないシーズンオフに

相当したため、営業損失は1,185百万円となりました。

　

(通信事業)

当第１四半期連結会計期間においては、固定費削減をはじめとした既存事業の再構築を継続した結果、売上高は

6,898百万円、営業利益は225百万円となりました。

　

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は1,762,811百万円となり、前連結会計年度末に比べ675,873百万円増加

いたしました。主にイーバンク銀行(株)の連結開始に伴い、現金及び預金が増加し、銀行業における有価証券583,757

百万円等が新たに当社グループの資産に加わったことによるものです。

　

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は1,571,543百万円となり、前連結会計年度末に比べ643,332百万円増加

いたしました。これは主に、イーバンク銀行(株)の連結開始に伴い、銀行業において負債とされる預金等が当社グ

ループの負債に新たに加わったことによるものです。一方、主に楽天クレジット(株)においてイーバンク銀行(株)と

の事業統合に向けて借入金の返済を行ったため、外部金融機関からの短期借入金及び長期借入金が合計78,936百万

円減少しました。

　

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は191,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ32,541百万円増加い

たしました。経常利益が9,120百万円となったことに加えて(株)東京放送（現　(株)東京放送ホールディングス）株

式に関する買取請求権の行使に伴い繰延税金資産を計上したこと等により、四半期純利益が25,218百万円となった

ことから株主資本が23,937百万円増加しました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況としては、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,917

百万円の資金流入となりました。主な項目として、ＥＣ事業等の好調を背景とした税金等調整前四半期純利益6,262

百万円、前連結会計年度に係る法人税等の支払額10,719百万円があります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、イーバンク銀行(株)において運用ポートフォリオの入替えを推進した結

果、有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を大きく上回ったこと等により114,965百万円

の資金流入となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に楽天クレジット(株)においてイーバンク銀行(株)との事業統合に向け

て借入金の返済を行ったことから、短期借入金及び長期借入金が減少したこと等により78,842百万円の資金流出と

なりました。

　以上に加えて、イーバンク銀行(株)等連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の純増加額が34,544百万円となっ

た結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は155,348百万円となり、前連結会計年度末に比べ

74,064百万円の増加となりました。

 

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、当第１四半期連結会計期間からイーバンク銀行(株)を連結子会社化したことにより、「銀行事業」を事業

区分に新設いたしました。それに伴い、前連結会計年度まで「クレジット・ペイメント事業」に含めておりました楽

天クレジット(株)及び楽天フィナンシャルソリューション(株)については、事業の内容を勘案し、当第１四半期連結

会計期間より「銀行事業」として区分することに変更いたしました。また、「クレジット・ペイメント事業」につい

ては、区分変更後の事業内容を明確にするために「クレジットカード事業」として区分することといたしました。

これらを踏まえた、当第１四半期連結会計期間における、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題の重要

な変更点は次のとおりです。

　

クレジットカード事業セグメント：楽天グループの相乗効果促進の柱である『楽天カード』の新規加入者の継続的

な増加及び入会後の利用促進による収益の拡大を目指します。改正貸金業法を受けた総量規制等の新たな規制にも

対応していきます。

　

銀行事業セグメント：楽天クレジット(株)と当第１四半期連結会計期間より当社連結子会社となったイーバンク銀

行(株)との事業統合を平成21年４月に実行し、双方の事業基盤を活用した個人向けローン事業を展開してまいりま

す。また、イーバンク銀行(株)のバンキングサービスを楽天グループ会員に対し提供することで、インターネット決

済と電子商取引との一層の相乗効果の形成を図ります。

　

(5)　研究開発活動

　当社の研究開発活動は、当社及び当社グループの開発業務への貢献を目的とし、個々の事業とは別に行っておりま

す。なお、研究開発活動の状況については前連結会計年度より重要な変更はございません。

　当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は50百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 39,418,000

計 39,418,000

　

②　【発行済株式】
　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年５月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容

普通株式 13,088,924 13,089,574
ジャスダック証券取
引所

株主としての権利内容
に制限のない、標準と
なる株式

計 13,088,924 13,089,574 － －

（注）　提出日現在の発行数には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の行

使により発行されたものは、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

株主総会の特別決議（平成15年３月27日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 3,422個 219個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 1,199個 116個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 34,220株 2,190株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　19,300円１株当たり　　27,500円

新株予約権の行使期間 平成19年３月28日から平成25年３月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　19,300円

資本組入額　　 9,650円

発行価格　　　27,500円

資本組入額　　13,750円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、
当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または
従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を
考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りでは
ない。
その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続及び質入その他一切の処分は認められ
ないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

（注）１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権、平成14年

４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整

され、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。その他、新株予約権（その権利行使に

より発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、

これに準じて行使価額は調整されるものといたします。

なお、次の算式において「既存発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものといたします。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

発行価額
＝
調整前

発行価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　未償却分を含めた残数を開示しております。

３　当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行なう場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交

換または株式移転により当社の完全親会社となる会社（以下、「承継会社」という。）に承継させるものとし、

承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。

1)　目的たる株式の種類

当社普通株式と同種の承継会社株式

2)　目的たる株式の数

新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式１株に対して割り当てられ

る承継会社株式の数（以下、「割当比率」という。）を乗じて計算し、１株未満の端数はこれを切り上げる。

3)　行使価格

新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、１円未満の端数はこれを切り上げる。

4)　行使期間

本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交

換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。

5)　行使の条件

本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

6)　消却の事由及び条件

本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。

7)　譲渡制限

新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
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株主総会の特別決議（平成16年３月30日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 3,573個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 1,268個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 35,730株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　75,500円

新株予約権の行使期間 平成20年３月31日から平成26年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　75,500円

資本組入額　　　37,750円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において
も、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役ま
たは従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の
事情を考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限
りではない。
その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続及び質入その他一切の処分は認めら
れないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

（注）１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権、平成14年

４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整

され、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。その他、新株予約権（その権利行使に

より発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、

これに準じて行使価額は調整されるものといたします。

なお、次の算式において「既存発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものといたします。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

発行価額
＝
調整前

発行価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　未償却分を含めた残数を開示しております。

３　当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行なう場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交

換または株式移転により当社の完全親会社となる会社（以下、「承継会社」という。）に承継させるものとし、

承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。

1)　目的たる株式の種類

当社普通株式と同種の承継会社株式

2)　目的たる株式の数

新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式１株に対して割り当てられ

る承継会社株式の数（以下、「割当比率」という。）を乗じて計算し、１株未満の端数はこれを切り上げる。

3)　行使価格

新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、１円未満の端数はこれを切り上げる。

4)　行使期間

本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交

換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。

5)　行使の条件

本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

6)　消却の事由及び条件

本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。

7)　譲渡制限

新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
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株主総会の特別決議（平成17年３月30日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 54,410個 2,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 12,920個 －個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 54,410株 2,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　91,300円１株当たり　　103,848円

新株予約権の行使期間 平成21年３月31日から平成27年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　91,300円

資本組入額　　45,650円

発行価格　　 103,848円

資本組入額　　51,924円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、
当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または
従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を
考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りでは
ない。
その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続及び質入その他一切の処分は認められ
ないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

（注）１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権、平成14年

４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整

され、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。その他、新株予約権（その権利行使に

より発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、

これに準じて行使価額は調整されるものといたします。

なお、次の算式において「既存発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものといたします。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

発行価額
＝
調整前

発行価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　未償却分を含めた残数を開示しております。

３　当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行なう場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交

換または株式移転により当社の完全親会社となる会社（以下、「承継会社」という。）に承継させるものとし、

承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。

1)　目的たる株式の種類

当社普通株式と同種の承継会社株式

2)　目的たる株式の数

新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式１株に対して割り当てられ

る承継会社株式の数（以下、「割当比率」という。）を乗じて計算し、１株未満の端数はこれを切り上げる。

3)　行使価格

新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、１円未満の端数はこれを切り上げる。

4)　行使期間

本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交

換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。

5)　行使の条件

本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

6)　消却の事由及び条件

本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。

7)　譲渡制限

新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
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株主総会の特別決議（平成18年３月30日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 30,000個 14,340個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 6,424個 1,566個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 30,000株 14,340株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　101,000円１株当たり　　55,900円

新株予約権の行使期間 平成22年３月31日から平成28年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　 101,000円

資本組入額　　50,500円

発行価格　　　55,900円

資本組入額　　27,950円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、
当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または
従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を
考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りでは
ない。
その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続及び質入その他一切の処分は認められ
ないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

（注）１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権、平成14年

４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整

され、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。その他、新株予約権（その権利行使に

より発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、

これに準じて行使価額は調整されるものといたします。

なお、次の算式において「既存発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものといたします。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

発行価額
＝
調整前

発行価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　未償却分を含めた残数を開示しております。

３　当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行なう場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交

換または株式移転により当社の完全親会社となる会社（以下、「承継会社」という。）に承継させるものとし、

承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。

1)　目的たる株式の種類

当社普通株式と同種の承継会社株式

2)　目的たる株式の数

新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式１株に対して割り当てられ

る承継会社株式の数（以下、「割当比率」という。）を乗じて計算し、１株未満の端数はこれを切り上げる。

3)　行使価格

新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、１円未満の端数はこれを切り上げる。

4)　行使期間

本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交

換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。
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5)　行使の条件

本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

6)　消却の事由及び条件

本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。

7)　譲渡制限

新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
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株主総会の特別決議（平成20年３月27日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 33,050個

新株予約権のうち自己新株予約権の数    288個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 33,050株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　56,300円

新株予約権の行使期間 平成24年３月28日から平成30年３月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　56,300円

資本組入額　　　28,150円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において
も、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役ま
たは従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の
事情を考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限
りではない。
その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続及び質入その他一切の処分は認めら
れないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
（注３）

（注）１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権、平成14年

４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整

され、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。その他、新株予約権（その権利行使に

より発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、

これに準じて行使価額は調整されるものといたします。

なお、次の算式において「既存発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものといたします。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

発行価額
＝
調整前

発行価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　未償却分を含めた残数を開示しております。

３　当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行なう場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交

換または株式移転により当社の完全親会社となる会社（以下、「承継会社」という。）に承継させるものとし、

承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。

1)　目的たる株式の種類

当社普通株式と同種の承継会社株式

2)　目的たる株式の数

新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式１株に対して割り当てられ

る承継会社株式の数（以下、「割当比率」という。）を乗じて計算し、１株未満の端数はこれを切り上げる。

3)　行使価格

新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、１円未満の端数はこれを切り上げる。

4)　行使期間

本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交

換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。

5)　行使の条件

本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

6)　消却の事由及び条件

本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。

7)　譲渡制限

新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
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②　旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションの新株発行予定残数等は次のとおりであります。

株主総会の特別決議（平成13年３月29日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 18,590株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　11,210円

新株予約権の行使期間 平成15年３月30日から平成26年３月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　11,210円

資本組入額　 5,605円

新株予約権の行使の条件

新株引受権の付与対象者が当社の取締役または従業員
としての地位のいずれをも喪失した場合には、諸般の事
情を考慮のうえ、取締役会が特例として承認した場合を
除き、新株引受権を喪失する。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の売却、担保権設定その他の処分は認めな
い。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　

株主総会の特別決議（平成14年３月28日）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 8,455株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり　　 11,000円

新株予約権の行使期間 平成18年３月29日から平成24年３月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　11,000円

資本組入額　 5,500円

新株予約権の行使の条件

新株引受権の付与対象者が当社の取締役または従業員
としての地位のいずれをも喪失した場合には、諸般の事
情を考慮のうえ、取締役会が特例として承認した場合を
除き、新株引受権を喪失する。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の売却、担保権設定その他の処分は認めな
い。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成21年１月１日～

平成21年３月31日

（注）

1,86013,088,924 11 107,546 11 71,304

（注）新株予約権及び新株引受権の権利行使による増加であります。

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成20年12月31日現在で記載しております。

①　【発行済株式】

平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 979

完全議決権株式（その他） 　普通株式 13,086,08413,086,084 －

端株 　普通株式 1 － －

発行済株式総数 　 13,087,064 － －

総株主の議決権 　 － 13,086,084 －

（注）端株には、当社所有の自己株式0.5株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総
数に対する
所有株式数の
割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

楽天(株)
東京都品川区東品川４丁目
12番３号

979 － 979 0.01

計 － 979 － 979 0.01

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月 　 　 　

最高(円) 59,700 55,700 50,500 　 　 　

最低(円) 51,300 45,000 42,550 　 　 　

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。

(1)　役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役

会長兼社長

最高執行役員

EC BU担当役員兼証券＆投

資BU担当役員兼クレジッ

ト＆ペイメントBU担当役員

兼銀行BU担当役員

代表取締役

会長兼社長

最高執行役員

EC BU担当役員兼証券＆投

資BU担当役員兼クレジッ

ト＆ペイメントBU担当役員

三木谷　浩　史 平成21年５月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度の第１四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監

査法人により四半期レビューを受けております。
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１　【四半期連結財務諸表】
(1)　【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 159,077 88,588

受取手形及び売掛金 31,343 32,241

割賦売掛金 94,870 93,631

信用保証割賦売掛金 ※2
 3,336

※2
 3,550

資産流動化受益債権 69,580 101,572

証券業における預託金 205,111 214,891

証券業における信用取引資産 84,041 81,153

営業貸付金 230,864 188,695

有価証券 2,755 2,629

銀行業における有価証券 ※3
 583,757 －

繰延税金資産 14,505 12,829

その他 80,541 66,556

貸倒引当金 △47,296 △36,073

流動資産合計 1,512,487 850,267

固定資産

有形固定資産 ※1
 21,954

※1
 21,114

無形固定資産

のれん 83,969 65,083

その他 34,268 28,229

無形固定資産合計 118,237 93,313

投資その他の資産

投資有価証券 60,331 82,846

繰延税金資産 29,043 15,510

その他 26,441 29,294

貸倒引当金 △5,683 △5,407

投資その他の資産合計 110,132 122,242

固定資産合計 250,324 236,670

資産合計 1,762,811 1,086,937
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(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,485 20,209

信用保証買掛金 ※2
 3,336

※2
 3,550

コマーシャル・ペーパー 20,000 14,000

短期借入金 202,374 270,335

銀行業における預金 729,685 －

未払法人税等 4,624 10,697

繰延税金負債 1,346 91

証券業における預り金 127,202 142,608

証券業における信用取引負債 58,076 53,538

証券業における受入保証金 85,977 88,749

引当金 ※2
 11,597

※2
 13,452

その他 98,212 85,621

流動負債合計 1,359,920 702,855

固定負債

社債 20,000 13,020

長期借入金 170,089 181,065

利息返還損失引当金 13,898 15,364

その他の引当金 335 374

繰延税金負債 128 8,266

その他 3,945 4,046

固定負債合計 208,397 222,137

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 3,214 3,206

商品取引責任準備金 11 11

特別法上の準備金合計 3,225 3,217

負債合計 1,571,543 928,210

純資産の部

株主資本

資本金 107,546 107,534

資本剰余金 115,839 119,565

利益剰余金 △48,756 △76,408

自己株式 △11 △11

株主資本合計 174,618 150,680

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △346 655

繰延ヘッジ損益 △260 △335

為替換算調整勘定 △885 △1,297

評価・換算差額等合計 △1,491 △977
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(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

新株予約権 333 243

少数株主持分 17,808 8,781

純資産合計 191,268 158,727

負債純資産合計 1,762,811 1,086,937
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(2)　【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 66,364

売上原価 16,920

売上総利益 49,444

販売費及び一般管理費 ※1
 39,619

営業利益 9,825

営業外収益

受取利息 27

受取配当金 11

為替差益 15

持分法による投資利益 151

その他 71

営業外収益合計 277

営業外費用

支払利息 648

支払手数料 214

その他 118

営業外費用合計 981

経常利益 9,120

特別利益

事業整理損失引当金戻入額 389

その他 40

特別利益合計 429

特別損失

投資有価証券評価損 735

減損損失 871

事業再編損 694

その他 986

特別損失合計 3,287

税金等調整前四半期純利益 6,262

法人税、住民税及び事業税 4,312

法人税等調整額 △22,713

法人税等合計 △18,400

少数株主損失（△） △555

四半期純利益 25,218
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(3)　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,262

のれん償却額 1,191

減価償却費 3,497

銀行業における有価証券評価損益（△は益） 812

銀行業における有価証券売却損益（△は益） 169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,451

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △1,465

その他の損益（△は益） 2,486

売上債権の増減額（△は増加） 2,564

割賦売掛金の増減額（△は増加） △1,239

資産流動化受益債権の増減額（△は増加） 31,992

営業貸付金の増減額（△は増加） △40,668

仕入債務の増減額（△は減少） △2,915

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △4,949

前受金の増減額（△は減少） 1,686

銀行業における預金の増減額（△は減少） △41,714

銀行業におけるコールローンの純増減額（△は
増加）

54,000

証券業における営業債権の増減額（△は増加） 5,166

証券業における分離保管預金の増減額（△は増
加）

4,700

証券業における営業債務の増減額（△は減少） △13,640

証券業における有価証券担保借入金の増減額
（△は減少）

4,356

その他 4,093

小計 13,937

法人税等の支払額 △10,719

その他 △300

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

銀行業における有価証券の取得による支出 △225,647

銀行業における有価証券の売却及び償還による
収入

346,244

子会社株式の取得による支出 △701

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,170

有形固定資産の取得による支出 △1,202

無形固定資産の取得による支出 △2,124

その他の支出 △1,622

その他の収入 932

利息及び配当金の受取額 256

投資活動によるキャッシュ・フロー 114,965
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △21,398

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 6,000

長期借入れによる収入 16,450

長期借入金の返済による支出 △73,988

社債の償還による支出 △4,010

利息の支払額 △633

少数株主からの払込みによる収入 388

配当金の支払額 △1,200

少数株主への配当金の支払額 △228

その他 △221

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,520

現金及び現金同等物の期首残高 81,283

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 34,713

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △169

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 155,348
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

１　連結の範囲の変更に関する事項の変更

新たに連結子会社となった会社　　　　　　５社

（新規取得による）

イーバンク銀行(株)

イーバンクシステム(株)

イートラスト信託(株)

eBANK Capital Management (Cayman) Ltd.

（持分変動による）

(株)ショウタイム

連結の範囲から除外された会社　　　　　　４社

（合併による）

楽天ビジネスサービス(株)

（会社清算による）

楽天アセットマネジメント(株)

（休眠化に伴う重要性の低下による）

創光諮詢有限公司

Rakuten Europe S.a.r.l.

 
 

２　持分法の範囲の変更に関する事項の変更

新たに持分法適用関連会社となった会社　　１社

（新規取得による）

栄光債権回収(株)

持分法適用関連会社から除外された会社　　１社

（持分変動による）

(株)ショウタイム

３　会計処理基準に関する事項の変更

　　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18

号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。
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【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

銀行業における有価証券

連結範囲の変更に伴い、銀行業における有価証券を以下のとおり計上しております。

時価を付すべき有価証券のうち、売手と買手の希望する価格差が大きい変動利付国債の時価については、市場価

格を時価とみなせない状況にあると判断し、合理的に算定した価格を時価として付しております。

 

貸倒引当金

連結範囲の変更に伴い、貸倒引当金は以下のとおり計上しております。

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。なお、銀行業を営む一部の連結子会社につい

ては、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認

会計士協会  銀行等監査特別委員会報告第４号）の規定に基づき算定した額を計上しております。

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結範囲の変更に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、以下のとおりと

しております。

当社及び一部の連結子会社における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。なお、銀行業を営む一部の連結子会社における資金の範囲は、四半期連結貸

借対照表上の「現金及び預金」のうち、現金及び預け金であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年12月31日)

※１　

有形固定資産の減価償却累計額 28,151百万円

 

※１　

有形固定資産の減価償却累計額 27,674百万円

 

※２　信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金

一部の連結子会社にて返済金の計算、請求及び回収事

務等を行わない信用保証について、信用保証割賦売掛金

及び信用保証買掛金から除いて計上しております。当該

信用保証残高の状況は次のとおりです。

信用保証 32,856百万円

債務保証損失引当金 △90百万円

差引 32,766百万円

 

※２　信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金

一部の連結子会社にて返済金の計算、請求及び回収

事務等を行わない信用保証について、信用保証割賦売

掛金及び信用保証買掛金から除いて計上しておりま

す。当該信用保証残高の状況は次のとおりです。

信用保証 33,699百万円

債務保証損失引当金 △90百万円

差引 33,609百万円

 

※３　銀行業における有価証券の内訳は次のとおりであ
ります。

買入金銭債権 60,169百万円

有価証券 523,588百万円

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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(四半期連結損益計算書関係)

　

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

広告宣伝費及び販売促進費 3,652百万円

人件費 8,704百万円

賞与引当金繰入額 1,327百万円

減価償却費 3,128百万円

通信費及び保守費 3,367百万円

委託費及び外注費 5,091百万円

貸倒引当金繰入額 3,006百万円

ポイント費用 1,560百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

　

現金及び預金勘定 159,077百万円

有価証券勘定 2,755百万円

計 161,833百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,967百万円

外国他店預け △735百万円

拘束性預金 △781百万円

現金及び現金同等物 155,348百万円
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(株主資本等関係)

　

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　

至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 13,088,924

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 979

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名
目的となる

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末残高

(百万円)

（提出会社）

楽天(株)

 

普通株式

 

332

（連結子会社）

(株)カサレアル

 

普通株式

 

0

合　計 333

（注）上記新株予約権等のうち、提出会社に関するものについては権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成21年２月13日
取締役会

普通株式 資本剰余金 1,308 100平成20年12月31日平成21年３月30日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

　

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　（有価証券）

　　記載すべき事項はありません。

　

　（銀行業における有価証券）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 25 25 0

地方債 7,130 7,094 △35

合計 7,155 7,120 △35

（注）時価については、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

株式 28 25 △3

債券 　 　 　

　国債 421,403 422,976 1,573

　社債 25,489 25,391 △97

その他 71,554 68,576 △2,977

合計 518,475 516,969 △1,505

（注）１　四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。

２　その他有価証券の時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合

には、合理的な反証がない限り、回復する見込みのないほどの著しい下落があったものとみなし、当該時価を

もって四半期連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当四半期連結会計期間の損失として処理（以

下「減損処理」という。）しております。更に、たとえ50％程度を下回る下落率であっても、下落率30％以上の

場合には時価の回復可能性の判定を実施し、必要な減損処理を行っております。

３　時価を付すべき有価証券のうち、売手と買手の希望する価格差が大きい変動利付国債の時価については、市場価

格を時価とみなせない状況にあると判断し、合理的に算定した価格を時価として付しております。
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(デリバティブ取引関係)

　

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

区分 種類
契約額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

為替予約取引 　 　 　

　売建 23,130 △164 △164

　買建 51,519 575 575

合計 74,650 410 410

（注）１　ヘッジ会計を適用しているものについては、注記の対象から除いております。

　　　２　時価については先物為替相場及び取引金融機関に提示されたものによっており、純額表示しております。

　

金利関連

区分 種類
契約額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

金利スワップション 　 　 　

　売建 74,664 2,257 2,257

　買建 74,662 △2,290 △2,290

合計 149,326 △32 △32

（注）１　ヘッジ会計を適用しているものについては、注記の対象から除いております。

　　　２　金利スワップション取引には、区別して把握することが困難な金利スワップ取引を含めて表示しておりま

　　　　 す。

　　　３　時価については割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しており、純額表示しております。

　

　

クレジットデリバティブ取引

区分 種類
契約額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭
店頭 　 　 　

　売建 5,000 △11 △11

合計 5,000 △11 △11

（注）　ヘッジ会計を適用しているものについては、注記の対象から除いております。

　

　

　

EDINET提出書類

楽天株式会社(E05080)

四半期報告書

37/46



(企業結合等関係)

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）
（パーチェス法適用）

１.　被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称及び取得した議決権比率

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 事業の内容

イーバンク銀行(株)及びその子会社であるイーバンクシステム(株)、

イートラスト信託(株)、eBANK Capital Management (Cayman) Ltd.
銀行事業

(2) 企業結合を行った主な理由

当社及びイーバンク銀行(株)（以下、「イーバンク銀行」という。）は、ネットショッピングを中心とし

たグループ会員を持つ当社と、質の高い先進的な決済サービス・機能を持つ同行が提携することで、更に顧

客利便性の高い金融サービスの提供や商品・サービス開発を目指し、資本・業務提携の合意にいたりまし

た。

これに伴い、平成21年２月10日、金融庁からイーバンク銀行主要株主の認可を受け、平成20年９月29日に

取得した同行優先株式を普通株式に転換し、同行を連結子会社といたしました。

(3) 企業結合日

平成21年２月10日

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はございません。

(6) 取得した議決権比率

48.7％

本企業結合後、財務基盤の安定化を図るため、同行が実施した第三者割当増資の全ての募集株式（優先株

式　333,000株）の引受を行い、平成21年３月27日に当該優先株式を普通株式に転換いたしました。転換後の

議決権比率は58.8％となりました。

２.　四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成21年１月１日から平成21年３月31日まで

３.　被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価　　　　　　　　　　　　　　　現金 29,991百万円

取得に直接要した支出 89百万円

取得原価 30,080百万円

４.　発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1) のれんの金額　　　　　　　　　　　18,300百万円

(2) 発生原因

イーバンク銀行の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより発生し

たものであります。

(3) 償却の方法及び償却期間　　　　20年間で均等償却

５.　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1) 資産の額

資産合計 814,696百万円

　うち貸出金 1,500百万円

　うち有価証券 675,941百万円

　うち貸倒引当金  △13,945百万円

(2) 負債の額

負債合計 804,235百万円

　うち預金 772,640百万円
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(セグメント情報)

　

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）　　　　(単位：百万円)

　 ＥＣ事業
クレジット

カード事業
銀行事業

ポータル

・メディ

ア事業

トラベル

事業
証券事業

プロス

ポーツ事

業

通信事業 計
消去又は

全社
連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に

対する売上高
25,20813,9726,7133,4244,1485,288 710 6,89866,364 － 66,364

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

403 334 136 1,417 75 1 117 8 2,494(2,494) －

計 25,61114,3076,8504,8414,2235,289 828 6,90668,859(2,494)66,364

営業利益又は

営業損失(△)
7,714 901 △503 292 1,812 448△1,185 225 9,707 118　 9,825

(注) １　事業区分の方法

事業は、サービスの内容及び属性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主要なサービス等

事業区分 主要なサービス等

ＥＣ事業

インターネット・ショッピング・モール（『楽天市場』）の運営
個人向けオークション・サイト（『楽天オークション』）の運営
企業向けサービス取引市場（『楽天ビジネス』）の運営
ＥＣ（エレクトロニック・コマース＝電子商取引）に関するコンサルティング
インターネット上の書籍販売サイト（『楽天ブックス』）の運営
デジタルコンテンツ提供サイト（『楽天ダウンロード』）の運営及びデジタルコ
ンテンツ提供システムの開発
インターネット上のゴルフ場予約サイト（『楽天ＧＯＲＡ』）の運営
オンライン　ＤＶＤ・ＣＤ　レンタル事業
パフォーマンス・マーケティング・サービスの提供
インターネット上のグリーティングカードサービスの提供

クレジットカード事業 クレジットカードサービス事業

銀行事業 インターネットによる銀行業

ポータル・メディア事業

検索機能などを備えたポータルサイト（『Infoseek』）の運営
新卒学生を中心とした就職情報コミュニティサイト（『みんなの就職活動日記』）
の運営
総合インターネット・マーケティング事業
インターネット広告事業
結婚情報サービス（『オーネット』）の運営

トラベル事業 インターネット上の宿泊予約、総合旅行サイト（『楽天トラベル』）の運営

証券事業 オンライン証券取引サービスの運営

プロスポーツ事業
プロ野球球団『東北楽天ゴールデンイーグルス』の運営
『東北楽天ゴールデンイーグルス』関連商品の企画・販売

通信事業 中継電話サービス、ＩＰ加入電話サービス等

３　事業区分の変更

　　　当第１四半期連結会計期間におけるイーバンク銀行（株）の連結子会社化に伴い、銀行事業セグメントの新設

及び当社グループにおける銀行業に関連する事業の再編を行ったため、従来クレジット・ペイメント事業セ

グメントに含まれておりました一部連結子会社を銀行事業セグメントに区分を変更するとともに、クレジッ

ト・ペイメント事業セグメントの名称をクレジットカード事業セグメントに変更しております。

　　　この変更により、従来の方法と比較して、当第１四半期連結累計期間におけるクレジットカード事業セグメン

トの売上高は2,251百万円、営業利益は328百万円それぞれ減少しております。

　　　なお、新設した銀行事業セグメントの当第１四半期連結累計期間における外部顧客に対する売上高は6,713百

万円、営業損失は503百万円であり、上記の変更の影響を含んでおります。
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４　セグメント別資産の著しい金額の変動

　　　３　事業区分の変更　に記載したとおり、従来クレジット・ペイメント事業セグメントに含まれておりました一

部連結子会社を銀行事業セグメントに区分を変更したため、クレジットカード事業セグメントの資産が前連

結会計年度末に比べて97,622百万円減少しております。

　また、当第１四半期連結会計期間においてイーバンク銀行（株）の連結子会社化に伴い、銀行事業セグメン

トを新設しております。新設した銀行事業セグメントの当第１四半期連結会計期間末の資産は813,807百万円

であり、上記の変更の影響を含んでおります。

 

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
　

　

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　

１． １株当たり純資産額

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年12月31日)

　

１株当たり純資産額 13,227円95銭

　

　

１株当たり純資産額 11,439円86銭

　

　 　
　

２． １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 1,927円03銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,920円48銭

　

　

(注)　１．期中の平均株式数については日割りにより算出しております。

２．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項　目 　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　四半期純利益（百万円） 　 25,218　

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 　 25,218　

　普通株主に帰属しない金額（百万円） 　 －　

　普通株式の期中平均株式数（千株） 　 13,086　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用い

られた四半期純利益調整額の主要な内訳
　 　

　　関係会社の発行したストック・オプションによる希薄化

効果相当額（百万円）
　 △0　

　四半期純利益調整額（百万円） 　 △0　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳
　 　

　　新株予約権（千株） 　 44　
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項　目 　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式につい

て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

　

①当社の新株予約権

会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株予約

権

平成20年３月27日

定時株主総会

33,050株

②連結子会社イーバンク銀行

(株)の新株引受権

旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権

平成12年９月26日

臨時株主総会

2,410株

平成13年２月22日

臨時株主総会

1,280株

平成13年６月18日

定時株主総会

4,705株

③連結子会社イーバンク銀行

(株)の新株予約権

旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

平成14年６月20日

定時株主総会

9,200株

平成15年６月19日

定時株主総会

10,590株

平成16年６月24日

定時株主総会

11,270株

平成17年６月29日

定時株主総会

11,070株

平成18年３月６日

臨時株主総会

910株

会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株予約

権

平成18年６月９日

定時株主総会

7,840株

平成19年６月26日

定時株主総会

3,700株
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(重要な後発事象)

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

１　連結子会社楽天クレジット(株)の会社分割

 連結子会社である楽天クレジット(株)（以下、「楽天クレジット」という。）とイーバンク銀行(株)

（以下、「イーバンク銀行」という。）は、平成21年２月13日に、楽天クレジットが運営するカードローン

事業の一部をイーバンク銀行に譲渡することを骨子とする吸収分割契約書を締結し、平成21年４月１日に

当該譲渡を完了いたしました。

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

①対象となった事業の名称及びその事業の内容

 楽天クレジットが運営するカードローン事業（短期延滞債権管理業務を含み、長期延滞債権の管理並び

に審査・保証業務は含まない。）

②企業結合日　　　　　　　 　平成21年４月１日

③企業結合の法的形式　

 楽天クレジットを分割会社とし、イーバンク銀行を承継会社とする吸収分割であります。

④結合後企業の名称

 イーバンク銀行

⑤取引の目的を含む取引の概要

 当社は、楽天クレジットの有するカードローン事業における顧客基盤、ノウハウ、インフラを活用し、楽

天クレジットとイーバンク銀行のカードローン事業を一体運営することで、当社グループの事業基盤の多

角化と拡充を推進することを目的にカードローン事業（短期延滞債権管理業務を含み、長期延滞債権の管

理並びに審査・保証業務は含まない。）を会社分割いたしました。

(2)実施する会計処理の概要

 本会社分割は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日　改正平成20年12月

26日　企業会計基準第21号）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　改正平成20年12月26日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　最終改正平成20年12月26日　企業会計基準

適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。

(3)交付株式数及びその評価額

交付株式数　　　579,735株

評価額　　　 17,392百万円

　

　

２【その他】

（(株)東京放送株式に関する買取請求権の行使）

当社は、平成21年３月31日に当社が保有する(株)東京放送（現　(株)東京放送ホールディングス）の普通

株式37,770,700株（当第１四半期連結貸借対照表計上額　48,875百万円）のすべてにつき、会社法第785条

第１項に基づく株式買取請求権を行使いたしました。

これに対し、平成21年５月１日に(株)東京放送ホールディングスが、また、平成21年５月14日に当社がそ

れぞれ東京地方裁判所へ、買取価格決定の申し立てを行っております。

　

（配当）

平成21年２月13日開催の取締役会において、平成20年12月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記

載又は記録された株主に対し、次のとおり前事業年度に対する期末配当を行うことを決議し、配当を行いま

した。

第12期期末配当金の総額　　1,308百万円

１株当たり第12期期末配当金　100円00銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月15日

楽天株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　渡　　邉　　和　　紀　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　田　　健　　一　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている楽天

株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成21

年１月１日から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、楽天株式会社及び連結子会社の平成21年３月

31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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